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１【提出理由】

2019年６月22日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 
 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月22日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

 今後の配当可能利益の充実を図るとともに、財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

　 イ　減少する準備金の額及び準備金の減少がその効力を生ずる日

　   １．減少する準備金の額

　　   　資本準備金　　　19,248,117,200円のうち、17,108,594,334円

 

　   ２．準備金の額の減少が効力を生じる日

　　　   2019年７月12日

 

　 会社法第452条に基づき、上記振り替え後のその他資本剰余金でその他利益剰余金を欠損填補するものであ

 ります。

 　ロ　減少する剰余金の項目及び額、増加する剰余金の項目及び額

　   １．増加する剰余金の項目及び額

         その他利益剰余金　　16,590,173,034円

 

     ２．減少する剰余金の項目及びその額

         その他資本剰余金　　16,590,173,034円

 
第２号議案　定款一部変更の件

　　　提案の理由

　　　　当社グループの持続的成長のための経営基盤の構築に向けた迅速な意思決定と適切な監督を推進するため、

       現行定款に所要の変更を行うものであります。

 
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

　　　　瀬戸健、中井戸信英、望月愛子の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するもので

　　　　あります。

第３号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者　瀬戸健、中井戸信英、望月愛子の各氏に加えて松本晃氏　　　　

を取締役として選任するよう修正動議が出されたものであります。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　

　　　　石久保善之氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
資本準備金の額の減
少及び剰余金の処分
の件 

3,617,845 31,051 0 (注)１ 可決 99.15

第２号議案
定款一部変更の件

3,624,953 23,951 0 (注)２ 可決 99.34

第３号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く。）３名選任の件

   (注)３   

瀬戸　健 3,616,335 32,539 0  可決 99.11

中井戸　信英 3,617,427 31,447 0  可決 99.14

望月　愛子 3,617,720 31,154 0  可決 99.15

第４号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
の件

   (注)３   

石久保　善之 3,622,474 26,429 0  可決 99.28
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

４．第３号議案に対する修正動議は、原案が会社法上適法に可決されたことに伴い、当該動議が成立する余地が

なくなったため、議決権の数は集計しておりません。

 
 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい

ない議決権数は加算しておりません。
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